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政令      消防法施行令をいう。 
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省令      消防法施行規則をいう。 

 

危険物省令   危険物の規制に関する規則をいう。 

 

条例      奈良県広域消防組合火災予防条例をいう。 

 

予防規則    奈良県広域消防組合火災予防規則をいう。 

 

予防規程    奈良県広域消防組合火災予防規程をいう。 

 

告示      奈良県広域消防組合消防長告示をいう。 

 

保護法     文化財保護法をいう。 
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